
 

公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設移譲業務に係る 

公募型プロポーザルの審査結果について 

 
 公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設移譲先事業者選定委員会を実施し、「公立

みつぎ総合病院保健福祉総合施設移譲業務」について、次のとおり移譲先となる事

業者を選定しました。 
 

 

１ 事 業 名 

公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設移譲業務 

 

２ 審査方法 

応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングを令和８年２月１２日（木）

に実施し、各審査項目の評価基準に基づき審査・採点した結果を踏まえ、選定委

員会において、移譲先となる事業者を選定しました。 

 

 ３ 審査結果 

  選定事業者 社会福祉法人尾道さつき会 （得点総計 ８０５/１,０５０点） 

 

４ 選定委員 

 委 員 長  尾道市立大学 副学長 

 副委員長  尾道市医師会 会長 

 委  員  広島県東部厚生環境事務所 所長 

       御調町三師会 会長 

       尾道市 病院管理部長 

       尾道市 福祉保健部長 

       公立みつぎ総合病院 院長 


